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伊藤忠連合健康保険組合 
理事長  石塚 哲士 

 

組合規約の一部変更について 
 

当組合規約の一部を次のように変更する。 
 
（設立事業所の名称及び所在地） 
第 4 条「別表 1」中 
 
「㈱レリアン 東京都世田谷区」 
を 
「㈱レリアン 東京都目黒区」 
に改める。 
 
 
「タキロン KC ホームインプルーブメント㈱ 東京都港区」 
を 
「タキロンシーアイプラス㈱ 東京都港区」 
に改める。 
 
「ダイプラ㈱ 大阪市北区」 
を 
「タキロンシーアイシビル㈱ 大阪市北区」 
に改める。 
 
 
「ファミマ・リテール・サービス㈱ 東京都豊島区」 
を 
「ファミマ・リテール・サービス㈱ 東京都文京区」 
に改める。 
 
 
「イトーピア・アセットマネジメント㈱ 東京都港区」 
を 
「イトーピア・アセットマネジメント㈱ 東京都千代田区」 
に改める。 
 
 
「㈱ファミマ・サポート 名古屋市中区」 
を 
「㈱ファミマ・サポート 東京都文京区」 
に改める。 
 
以上 6 事業所 
 
 



（施行期日） 
この規約は、令和 3 年 8 月 1 日から施行し、 
㈱レリアン 東京都目黒区は、令和 3 年 3 月 1 日から適用する。 
タキロンシーアイプラス㈱ 東京都港区は、令和 3 年 4 月 1 日から適用する。 
タキロンシーアイシビル㈱ 大阪市北区は、令和 3 年 4 月 1 日から適用する。 
ファミマ・リテール・サービス㈱ 東京都文京区は、令和 3 年 4 月 12 日から適用する。 
イトーピア・アセットマネジメント㈱ 東京都千代田区は、令和 3 年 5 月 17 日から適用する。 
㈱ファミマ・サポート 東京都文京区は、令和 3 年 6 月 1 日から適用する。 
 
 
（設立事業所の削除） 
 第 4条「別表 1」中の 

「エネクスオート㈱ 東京都千代田区」 

「タキロンエンジニアリング㈱ 大阪市北区」 

「㈱ＧＬコネクト 東京都港区」 

 

以上 3事業所を削る。 
（施行期日） 

この規約は、令和 3年 8月 1日から施行し、 

エネクスオート㈱ 東京都千代田区は、令和 3年 2月 1日から適用する。 

タキロンエンジニアリング㈱ 大阪市北区は、令和 3年 4月 1日から適用する。 

㈱ＧＬコネクト 東京都港区は、令和 3年 5月 1日から適用する。 

 

 

以 上 


